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岩手県特定(産業別)最低賃金の改正決定の答申について 

～ 岩手県最低賃金（時間額７６２円）より高い水準で設定 ～ 

岩手地方最低賃金審議会（会長 種田
た ね だ

 勝
まさる

）は、岩手県特定（産業別）最低

賃金の改正決定について、岩手労働局長（永田
な が た

 有
たもつ

）の諮問を受け、当該産

業の景気動向、賃金の状況等を基に調査審議を重ね、１０月２９日に開催され

た第６回岩手地方最低賃金審議会において、下記のとおり答申を行いました。 

この答申を受けて、岩手労働局長は、最低賃金法等の定めるところにより、

所定の手続きを経て官報公示を行い、早ければ１２月２８日に当該５産業の特

定（産業別）最低賃金が改正発効されることになります。 

 

記 

 

岩手県鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業最低賃金 

時間額 ８２９円（引上げ額２０円、引上げ率２．４７％） 

 

岩手県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金 

時間額 ８０９円（引上げ額１９円、引上げ率２．４１％） 

 

岩手県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具

製造業最低賃金 

時間額 ７９６円（引上げ額２１円、引上げ率２．７１％） 

 

岩手県百貨店，総合スーパー最低賃金 

時間額 ８００円（引上げ額２０円、引上げ率２．５６％） 

 

岩手県自動車小売業最低賃金 

時間額８３８円（引上げ額１９円、引上げ率２．３２％） 
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平成３０年１０月２９日（月） 

【照会先】 

岩手労働局労働基準部賃金室 

室   長 鈴木 千春 

室長補佐 松田 有司 

電話 ０１９－６０４－３００８ 
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